
毎
年
十
二
月
見
倣
と
て
、
跡
眠
中
定
ま
っ
た
家
柄
の

も
の
が
探
知
し
、
時
日
の
夜
松
明
を
照
ら
し
、
祉
阪

で
は

R
に
的
酬
を
危
て
、
手
さ
ぐ
り
に
掃
除
を
な
し
て

郎
る
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
副
股
は
二
十

一
年
同
に
話

料

L
、
大
宮
司
と
い
へ
ど
も
湿
り
に
近
づ
〈
を
許
さ

れ
な
か
っ
た
。

ケ
h
F
J
Z
ヤ
ウ
主
ア
ハ
セ

気
多
宮
歌
合

一
加
。

延
久
四
年
三
月
十
九
日
凶
司
逝
宗
朝
臣
於
枇
閥
合
之

と
あ
っ
て
、
藤
原
泊
宗
は
常
時
の
能
奇
同
司
た
り
、

社
闘
は
印
ち
気
多
前
世
で
あ
る
。
群
書
類
従
容
百
八

十
二
に
紋
せ
ら
れ
る
。

ケ
主
ホ
ン
グ
ウ

気
多
本
宮

鹿
島

m
m，
ロ
に
在

っ
て
、
今
は
能
常
生
附
玉
比
古
一
制
祉
と
構
す
る
o
式

内
等
抽
出
社
担
に
、『
気
多
本
{
呂
祉
。
市
山
口
村
明
榊
野
銀

座
。
続
出
以
来
小
丸
山
枇
般
有
之
催
、
天
正
年
中
諮

盛
子
今
地
。
一
窓
口
品
多
大
耐
之
本
宮
也
。
故
』
昨
年
二

且
午
日
有
利
幸
之
式
。
荒
式
外
之
萄
枇
也
。
』
と
見
え

る
が
、
制
枇
別
抗
録
に
は
、
川
市
祉
を
以
て
式
内
の
能
脅

生
凶
玉
比
古
神
世
に
岱
て
h

居
る
。
能
官
名
跡
+
甲
山
に

は
『
肪
口
氏
耐
然
多
本
宮
は
田
山
口
村
に
あ
り
。

小
名

に
耐
明
野
と
云
ふ
に
怨
給
ふ
。
一

同
府
の
惣
祉
に

て
、
能
常
生
凶
玉
比
古
制
枇
是
也
。
御
社
領
十
二
石
、

副
仰
木
給
水
氏
繭
家
あ
り
。
昔
は
駐
領
千
石
、
南
部
割

合
に
て
枇
人
・利
子
・
制
品
川
町
守
多
〈
有

L
也
。
則
治
郎

日
寺
と
て
、
凶
分
寺
に
て
有
。
し
を
、
今
の
地
へ
兵

乱
に
中
山
田
あ
ち
し
を
診
し
奉
り
し
也
。
今
も
訓
主
入

口
に

一
凶
一
，
宮
凶
分
寺
と

札
打
あ
り
。
廻
附
納
経

は
此
山
崎
に
納
る
也
。
毎
歳
二
且
初
午
、

一
，
窓
口
品
多

大
榊
宮
御
率
あ
り
。
色
々
古
式
不
忠
誠
の
奇
瑞
等
あ

り
。
叉
笛
枇
祭
砲
は
侍
年
三
且
十
三
日
也
。
氏
子
中

欧
併
伎
な
ど
あ
り
。
共
外
年
中
跡
事
多
し
、
肢
は
し

き
こ
と
也
。
六
且
晦
日
御
手
洗
川
に
て
御
紘
の
大
敵

M
4
55

，
 

あ
り
。
依
て
晦
日
川
と
一
苫
ふ
也
。
』
と
記
す
る
。

ケ
タ
l
l
ケ
ツ

ケ
生
ホ
ン
グ
ウ
エ
ン
ギ

気
多
本
官
級
記

一
加
。

一
あ
り
。
皆
匙
石
に
な
り
て
あ
り
0

閉
山
に
前
政
と
て
長

手
係
十
六
年
に
鹿
島
所
，
口
な
る
匁
多
本
宮
跡
肢
の

↑
=
一
間
刑
判
二
尺
市
郎
三
尺
請
の
大
石
あ
り
。
是
よ
り

部
い
た
総
起
で
、
点
字
二
年
の
同
来
世
に
出
掛
っ
て
一

一
内
は
女
入
る
こ
と
な
ら
ず
。
牝
臨
さ
へ
入
b
ず
。
此

祉
の
併
設
を
犯
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
凶
か
ら
信

一
の
前
の
川
サ
ザ
い
鮮
民
と
い
ふ
。
昔
下
の
児
沙
門
と
て
大

枇
を
式
内
能
常
生
凶
玉
比
古
訓
枇
で
あ
る
と
中
.
政
し

一
一
祉
の
あ
り
し
時
、
鍬
制
仲
伎
あ
り
し
仰
と
い
へ
b
o
俗

初
め
た
こ
と
も
見
え
る
。

一
に
石
仰
と
い
へ
り
。
』
と
記
L
、
叉
文
化
の
郡
上
に
、

ケ
生
ホ
ン
グ
ウ
キ

集
多
本
宮
記

一
加
。
能
駕

一
『
榊
近
村
に
尚
樹
あ
り
。
石
仰
山
と
明
巾
候
。
央
山

気
多
本
宮
犯
と
も
い
ふ
。
臨
ぬ
市
所

J

口
な
る
叙
多

一
の
内
に
大
石
の
武
石
有
之
。
』
と
も
あ
る
。
石
訓
で
あ

本
営
の
紋
起
で
、
そ
の
古
似
設
を
波
文
で
杷
減
し
た

一
ら
う
。

も
の
で
あ
る
。
江
文
三
年
頃
の
回
世
越
で
あ
ら
う
が
、

一

ケ
ツ
カ
イ
シ
シ
ョ
ウ
ズ
セ
ツ

結
陪
指
禁
固
設

作
者
は
判
ら
な
い
。

一
日
締
ロ
季
省
、
背
木
秀
枝
川
制
。
選
叙
令
の
長
上
六
考

ケ
主
主
コ
ジ
ン
シ
ヤ

気
多
御
子
一
柳
社

延
科
式

一
の
世
併
で
、
明
廷
の
務
官
が
悩
助
の
功
努
に
よ
っ

跡
名
眼
前
総
在
泊
綿
に
叙
多
御
子
制
制
が
あ
ろ
o
式

一
て
、
議
次
悦
帥
町
札
γ
丘
地
め
ら
れ
る
こ
と
そ
、
闘
に
よ
っ

内
等
笛
祉
担
に
『
気
多
御
子
榊
註
。
式
内
一
座
。
叙

一
て
簡
明
に
記
し
た
も
の
。
若
者
は
旧
巾
朋
之
の
門
人

底
地
米
訴
。
』
と
し
、
制
名
帳
考
穏
に
は
文
徳
山
銭
の

一
で
、
後
に
名
を
臼
兄
と
改
め
た
。

天
安
元
年
九
且
壬
町
在
s
加判
H

附

-
E六
位
上
治
山
若

一

ゲ
ッ
カ
ン
ギ
コ
ウ

月
澗
繕
光
町
制
宗
の
針
。

御
子
制
捜
z
従
筑
位
下
"
。
と
あ
る
治
問
や
匁
多
の
診

一
越
巾
の
入
。
由
子
氏
。
初
め
法
也
管
問
叔
に
受
け
、
視

と
し
て
ゐ
る
が
、
別
に
燥
が
あ
る
と
も
肝
心
は
れ
ぬ
。

一
昨
出
白
期
凱
財
院
の
十

一
代
に
位
し
た
。

最
も
大
紋

今
岡
抑
制
見
に
気
多
御
子
制
祉
は
あ
る
が
、
そ
れ
は

一
山
相
続
脅
寂
崇
し
、
自
ら
手
指
令
刺
し
て
山
を
流
し
、

も
と
利
明
祉
と
言
う
た
も
の
を
、
明
治
六
年
制
見
枇

一
点
平
二
年
四
且
よ
り
初
め
て
、
-苅品開
九
年
十

一
且
に

と
改
め
、
十
二
年
夏
に
今
の
名
に
改
め
た
も
の
で
あ

一
前
る
問
に
=
一
首
一
容
そ
芯
お
し
た
。
月
糊
は
円
程
よ
り

る

。

先

、
元
政
元
年
三
月
初
咋
郡
矢
駄
村
よ
り
塑
観
音

・

十

一
一
向
問
符
・泌
刷
版
脅
の
三
木
品
開
を
肌
財
院
に
移

し
、
七
年
七
月
経
中
氷
見
光
制
寺
に
移
っ
た
が
、
そ

の
涜
脱
し
た
欽
字
宇
一
復
興
し
.
同
イ
一A
年
九
且
示
寂

し
た
0

4

ゲ
ッ
カ
ン
キ
ヨ
ト
ン
月
鐙
虚
腺

W
制
宗
の
品
川
。

後
山
総
硝
に
永
光
寺
に
容
し
、
滋
御
宇
一
挙
。
、
之
を

久
し
う
し
て
旨
そ
悟
っ
た
。
祭
山
命
じ
て
明
郎
主
、
哲

の
法
所
出
聞
が
し
め
た
が
、
後
総
持
寺
に
晋
み
、
返
き

て
能
殺
の
印
刷
(
守
に
居
。
、
い
た
〈
自
ら
朝
時
し
て

ゐ
た
。ゲ

ツ
コ
ウ
イ
ン

ケ
チ
ヱ
ン
ジ

椛
枇
(
石
川
〉。

ケ
ツ
ガ
イ
ウ
ン
エ
イ
傑
外
雲
英
前
例
宗
の
品
川
。

能
脅
愉
島
の
人
。
鈴
木
氏
。

H
U
の
恕
江
寺
に
投
じ
て

説
嬰
L
、
総
持
寺
に
出
川
し
、
加
賀
の
挑
ぷ
寺
に
伎

し
、
院
安
ご
年
金
相
悼
の
大
限
寺
そ
起
し
‘
三
年
資
制

寺
七
代
に
住
し
、
涜
治
元
年
限
目
、
延
貸
元
年
二
月

サ
七
日
示
寂
し
た
。

ケ
ツ
カ
イ
ザ
ン
潔
界
山

以
割
引
抑
制
諮
(
今
櫛

生
)
に
あ
る
。
能
且
w
t
h
跡
志
に
、
『潔
坪
山
と
て
あ
ふ
り
。

松
柏
茂
り
た
る
高
級
な
り
。
諮
天
明
一
止
の
大
石
数
千

結
縁
寺

i
ハ
チ
マ

γ
シ
ヤ

i¥ 

利
治
に
養
は
れ
た
茶
掛
の
法
蹴
。

ヂ
ツ
コ
ウ
イ
ン
月
光

院

加

賀
務
中
旬
第
十
一
一代

前
町
野
院
の
子
民
三
郎
の
法
川
町
。
詳
し
ぐ
は
且
吃
院

玄
和
正
携
帯
晶
子
。

ゲ
ツ
コ
ウ
イ
ン
月
光
院

付
げ
コ
ゥ
印
南
川
巾

日
商
に
在
っ
て
、
提
言
宗
に
邸
す
る
。
能
宥
名
跡
芯

に
、『
南
村
氏
品
川
は
山
王
様
裂
也
。
跡
主
四
倒
氏
。
別

訪
殴
正
院
・間
音
院
・諮
議
院
・且
光
院
四
よ
守
年
制
作
り

也
。
』
と
見
え
る
。
文
中
に
四
よ
守
と
あ
る
は
.
一
来
院

と
共
に
五
ヶ
寺
で
あ
ら
う
。
大
正
七
年
且
光
院
仁
川

部
古
川
の
落
病
院
を
併
合
し
た
。

ケ
ツ
ザ
ン
ド
ウ
イ
ツ
傑
山
道
逸

臨
制
宗
他
殺

石
安
寺
の
品
川
。
識
を
季
廷
に
受
け
、
天
的
A

附
キ
に
川

本
し
、
永
正
允
年
総
待
寺
に
出
品
似
し
‘
心
源
寺
・
石
ド
一以

寺
等
に
隠
佐
し
、
永
品
開
八
年
五
月
八
日
八
十
六
hH'T

以
て
寂
し
た
。

ゲ
ツ
シ
ユ
ウ
オ
シ
ョ
ウ
イ
ロ

9

月
舟
和
尚
遣
銭

一
一
加
司
資
永
二
年
沙
門
山
田
孤
編
。
大
来
寺
且
刈
宗
削

の制
m
録
で
、
そ
の
行
政
を
も
一
昨
へ
て
あ
る
。

ゲ
ツ
シ
ユ
ウ
コ
ハ

9
月
蛸
虎
白

山
口
洞
宗
の

mo

加
賀
の
入
。
金
持
の
岱
凶
寺
傑
外
室
中
の
上
首
と
桝

せ
ら
れ
、
出
で
-L

総
待
寺
に
出
品
川
し
、
大
開
師
寺
に
砂

b
、
前
治
三
年
間
叫
悶
寺
人
代
に
住
し
て
日
制
限
を
改
め

た
。
天
和
元
年
升
滋
組
別
式
に
府
守
娘
。
、
元
品
開
十
二

年
八
且
二
十
日
示
寂
。

ゲ
ツ
シ
ユ
ウ
ソ
ウ
コ
月
舟
宗
胡

石
川
市
山
制

宗
大
東
普
什
六
代
四
位
待
。
白
崎
支
摘
の
法
制
。
肥

前
武
雄
の
入
。
姓
は
原
川
。
殺
を
悶
胞
の
指
紋
に
受

け
、
掃
局
の
m
HA

龍
寺
に
級
品
自
の
磁
を
領
し
、
次
い
下

位
持
寺
に
稲
川
L
、
径
三
河
の
長
国
寺
に
叫
し
、
到

文
十

一
年
大
采
寺
に
伎
す
る
に
及
び
中
興
の
組
と
斜

せ
ら
れ
た
。
娃
貸
八
年
大
衆
苦
を
僻
L
、
制
定
守
・

翻
徳
寺
・興
部
寺
・
前
回
寺
・
西
来
寺
に
住

L
、
一冗品開

月
光
院

前
倒
利
政
の
女
で
、

二
七
九


